
JP 4913300 B2 2012.4.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンベヤシステムを動作させるためのコンベヤシステム用潤滑兼洗浄装置において、
　（ａ）物品を搬送するためのコンベヤを具備し、該コンベヤは駆動機構部により駆動さ
れて表面と裏面とを有するベルトを含んでおり、
　さらに、
　（ｂ）水源と、洗浄剤源と、洗浄用液剤を形成するために非水性のクリーニング液と洗
浄剤とを混合する混合部材と、前記洗浄用液剤を前記ベルトに供給するための洗浄剤供給
器と、制御システムとを含む洗浄システムを具備し、前記制御システムは前記洗浄溶液剤
を前記ベルト上に供給するようになっているマイクロプロセッサを含んでおり、
　さらに、
　（ｃ）潤滑剤源と、前記潤滑剤を前記ベルトに供給する潤滑剤供給器と、潤滑剤制御シ
ステムとを含む潤滑システムを具備し、該潤滑システムは、
　（ｉ）前記ベルトの運動を検出する第一の検出システムと、
　（ｉｉ）前記ベルト上における物品の存在を検出する第二の検出システムと、
　（ｉｉｉ）前記潤滑剤供給器のノズルを開放して潤滑剤をベルト上にスプレーするマイ
クロプロセッサを含む制御システムとを含んでおり、
　前記第一の検出システムが前記ベルトの運動を確認すると共に前記第二の検出システム
が物品を確認する場合には、前記マイクロプロセッサは前記潤滑剤供給器を開放させる信
号を発信し、それにより、第一の量の潤滑剤が前記潤滑剤源から送り込まれて前記コンベ



(2) JP 4913300 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

ヤ上に供給され、
　前記第一の検出システムが前記ベルトの運動を確認するが前記第二の検出システムが物
品を確認しない場合には、前記マイクロプロセッサは前記潤滑剤供給器を開放させる信号
を発信し、それにより、第二の量の潤滑剤が前記潤滑剤源から送り込まれて前記コンベヤ
上に供給され、前記第二の量の潤滑剤は前記第一の量の潤滑剤よりも少なくなっており、
　前記第一の検出システムが前記ベルトの運動を確認しない場合には、前記マイクロプロ
セッサは前記潤滑剤供給器を開放させる信号を発信しないようにしたコンベヤシステム用
潤滑兼洗浄装置。
【請求項２】
　前記洗浄剤供給器がスプレーノズルを具備し、前記混合部材が混合室を具備する請求項
１に記載のコンベヤシステム用潤滑兼洗浄装置。
【請求項３】
　前記コンベヤシステム用潤滑兼洗浄装置は二つの領域を含んでおり、各領域は、コンベ
ヤと、前記潤滑剤の量を制御するよう形成されて配置されたソレノイド、弁およびコント
ローラと、前記洗浄用液剤の容積流量および圧力を制御するよう形成されて配置されたソ
レノイド、弁およびコントローラとを含む請求項１に記載のコンベヤシステム用潤滑兼洗
浄装置。
【請求項４】
　前記コンベヤシステム用潤滑兼洗浄装置は二つまたはそれ以上の領域を含んでおり、各
領域はコンベヤと、前記潤滑剤の量を制御するよう形成されて配置されたソレノイド、弁
およびコントローラと、前記洗浄用液剤の容積流量および圧力を制御するよう形成されて
配置されたソレノイド、弁およびコントローラとを含む請求項１に記載のコンベヤシステ
ム用潤滑兼洗浄装置。
【請求項５】
　前記洗浄システムのための前記マイクロプロセッサが前記潤滑剤システムのためのマイ
クロプロセッサと同一である請求項１に記載のコンベヤシステム用潤滑兼洗浄装置。
【請求項６】
　潤滑剤をコンベヤシステム上に供給するためのコンベヤ用潤滑装置であって、前記コン
ベヤシステムは前記ベルト上の物品を移動させるのに使用されるコンベヤ用潤滑装置にお
いて、
　潤滑剤源と、
　前記潤滑剤を前記ベルト上に供給するための潤滑剤供給器と、
　制御システムとを具備し、該制御システムは、
　（ｉ）前記ベルトの運動を検出する第一の検出システムと、
　（ｉｉ）前記ベルト上における物品の存在を検出する第二の検出システムと、
　（ｉｉｉ）前記潤滑剤供給器のノズルを開放して潤滑剤を前記ベルト上にスプレーする
マイクロプロセッサとを含んでおり、
　前記第一の検出システムが前記ベルトの運動を確認すると共に前記第二の検出システム
が物体を確認する場合には、前記マイクロプロセッサが前記潤滑剤供給器を開放するため
の信号を発信し、それにより、第一の量の潤滑剤が前記潤滑剤源から送り込まれて前記ベ
ルト上に供給され、
　前記第一の検出システムが前記ベルトの運動を確認するが前記第二の検出システムが物
体を確認しない場合には、前記マイクロプロセッサが前記潤滑剤供給器を開放するための
信号を発信し、それにより、第二の量の潤滑剤が前記潤滑剤源から送り込まれて前記ベル
ト上に供給され、前記第二の量の潤滑剤は前記第一の量の潤滑剤よりも少なくなっており
、
　前記第一の検出システムが前記ベルトの運動を確認しない場合には、前記マイクロプロ
セッサは前記潤滑剤供給器を開放するための信号を発信しないようにしたコンベヤ用潤滑
装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
発明の分野
本発明は制御システムにより制御される新規かつ改良式のコンベヤ洗浄兼潤滑装置および
コンベヤ洗浄兼潤滑方法に関する。制御システムはコンベヤの動作とコンベヤ上の物品の
存在とを検出し、必要に応じてコンベヤを洗浄または潤滑する。制御システムがコンベヤ
の動作のみを検出してコンベヤ上の物品を検出しない場合には、コンベヤ・ベルトを適切
な潤滑状態に維持するのに十分な小量の潤滑剤のみをコンベヤ上に供給する。
【０００２】
発明の背景
食品産業およびパッケージ産業（特にソフトドリンク製造設備、醸造所、フルーツジュー
ス製造設備、酪農場など）において一般的に使用されるコンベヤはコンベヤを衛生的な状
態に維持するために定期的な洗浄作業を必要としている。このような清潔についての要求
は複数の洗浄用構成成分、例えば洗浄剤、清浄薬、殺菌剤、殺変形菌剤などを供給するこ
とを必要とする。単に多大な時間と労働作業とを用いることによりこれら洗浄用構成要素
をコンベヤシステムに手動で供給することが高圧温水、蒸気、または他の方法により行わ
れている。さらに、手動で洗浄を行う際には、洗浄剤を過剰に供給してこれらを枯渇させ
る傾向がある。この手動による作業は費用がかかり、厄介でかつ危険であって、コンベヤ
・ベルトを適切に洗浄することができない。当該技術分野においては改良式のコンベヤ洗
浄装置とコンベヤ洗浄方法とに対する必要性が認められている。米国特許第５３７２２４
３号明細書は、前述した洗浄方法とは別の洗浄方法を開示している。キング（Ｋｉｎｇ）
は空気圧制御されるコンベヤ用の洗浄兼リンスシステムを教示している。タイマ式弁また
はシーケンサ式弁のような洗浄用およびリンス用構成成分を供給するための弁は、空気圧
で動作する。空気圧で制御されて動作する設備は、ウェット環境における電子設備および
電子構成要素が腐食するのを妨げる必要があるために厄介である。
【０００３】
別の当業者は電子設備を有するシステムを置き換えた別のコンベヤ用洗浄および／または
潤滑システムを提供している。米国特許第５１２９４８１号明細書は、食品産業において
使用されるコンベヤおよびベルト用の潤滑装置および潤滑方法を開示しており、この潤滑
装置はコンベヤの運動により駆動される駆動部材により交互に開閉される弁を含んでいる
。潤滑することを目的として弁はコンベヤにスプレーするためにノズルに送り込まれて出
力される潤滑剤を供給し、さらに弁はコンベヤが移動しているときにのみ潤滑剤を供給す
る。あるいは米国特許第５２８９８９９号明細書は空気駆動式遅延弁またはリレーを教示
しており、これら遅延弁またはリレーはコンベヤシステムにより駆動されて、これら遅延
弁またはリレーは脈流式または断続式に潤滑剤を通過させる弁を制御する計数回路に接続
している。
【０００４】
しかしながら、例えば前述したような空気圧式制御システムは例えば時間の測定作用およ
び流体供給作用が不正確であり、結果的にコンベヤの潤滑および／または洗浄作用ならび
に供給作用が無駄になる場合がある。コンベヤを潤滑して洗浄するためのコンベヤ用潤滑
兼洗浄システムに対する本質的な要求は単純で正確で多目的で維持するのが容易であるこ
とである。
【０００５】
発明の概要
本発明は制御システムにより制御される新規かつ改良式のコンベヤ洗浄兼潤滑装置および
コンベヤ洗浄兼潤滑方法に関する。制御システムはコンベヤの動作とコンベヤ上の物品、
例えば缶またはボトルの存在とを検出し、必要に応じてコンベヤを洗浄または潤滑する。
制御システムがコンベヤの動作のみを検出してコンベヤ上の物品を検出しない場合には、
コンベヤ・ベルトを適切な潤滑状態に維持するのに十分な小量の潤滑剤のみをコンベヤ上
に供給する。
【０００６】
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特に、本発明はコンベヤシステムと洗浄システムと潤滑システムとの組み合わせを含むコ
ンベヤシステムに関する。コンベヤシステムは物品を搬送するためのものであり、このコ
ンベヤシステムは表面と裏面とを有するコンベヤ・ベルトと、コンベヤ・ベルトを移動さ
せるための駆動機構部とを含んでいる。洗浄システムはコンベヤ・ベルトをリンスして洗
浄するためのものであって、水源と、洗浄剤源と、洗浄用液剤を形成するために水と洗浄
剤とを混合させる混合室と、洗浄用液剤をベルト上に供給するための供給器とを含んでい
る。或る実施形態においては、供給器はスプレーノズルである。洗浄用液剤をベルト上に
供給するための供給器は、リンス液または洗浄用液剤をベルト上に供給するために供給器
を開放させる信号を発信するようになっているマイクロプロセッサを含む制御システムに
よって制御される。潤滑システムは、ベルトのトラッキングを改良すると共にベルトの寿
命を引き延ばすためにコンベヤ・ベルトを潤滑するようになっている。潤滑システムは潤
滑剤源と潤滑剤をベルト上に供給する供給器とを含んでいる。或る実施形態においては供
給器はスプレーノズルである。潤滑剤をベルト上に供給することは潤滑剤制御システムに
よって制御されており、この潤滑剤制御システムはベルトの運動を検出する第一の検出シ
ステムと、ベルト上における物品の存在を検出する第二の検出システムと、これら検出シ
ステムからの信号を受信して供給器を開放するための信号を発信して潤滑剤をベルト上に
所定の時間だけ供給するようにした制御システムとを含んでいる。
【０００７】
ベルト上に供給される潤滑剤の量は第一および第二の検出システムからの信号に応じて定
まる。特に、第一の検出システムがベルトの運動を確認して第二の検出システムがベルト
上の物品を確認する場合には、マイクロプロセッサは潤滑剤を供給する信号を発信して、
それにより、第一の量の潤滑剤が潤滑剤源から送り込まれてコンベヤ・ベルト上に供給さ
れる。第一の検出システムがベルトの運動を確認するが第二の検出システムが物品の存在
を確認しない場合には、マイクロプロセッサは潤滑剤を供給する信号を発信して、それに
より、第二の量の潤滑剤が潤滑剤源から送り込まれてコンベヤ・ベルト上に供給される。
第二の量の潤滑剤は第一の量の潤滑剤よりも少ない。第一の検出システムがコンベヤ・ベ
ルトの運動を検出しない場合には、マイクロプロセッサは潤滑剤を供給する信号を発信し
ない。
【０００８】
本発明の追加の態様においては、洗浄システムは所定の時間間隔でコンベヤ・ベルト上に
リンス液または洗浄用液剤を供給する信号を発信するマイクロプロセッサを含んでいる。
典型的には、この洗浄プロセスはコンベヤシステムの本番運転が完了した後に行われる。
洗浄プロセスは概ね第一のリンス行程と、洗浄工程と、第二のリンス行程とを含んでいる
。
【０００９】
詳細な説明
添付図面を参照して本発明をさらに詳細に説明する。
本発明は制御システムにより制御される新規かつ改良式のコンベヤ洗浄兼潤滑装置および
コンベヤ洗浄兼潤滑方法に関する。制御システムはコンベヤの動作とコンベヤ上の物品の
存在とを検出し、必要に応じてコンベヤを洗浄または潤滑する。制御システムがコンベヤ
の動作のみを検出してコンベヤ上の物品を検出しない場合には、コンベヤ・ベルトを適切
な潤滑状態に維持するのに十分な小量の潤滑剤のみをコンベヤ上に供給する。
【００１０】
複数の図面を通じて同様な要素は同様の参照番号により示される添付図面を参照すると、
図１は潤滑システム２００と洗浄システム３００とを備えたコンベヤメンテナンス装置１
００の一般的配置を示している。コンベヤメンテナンス装置１００はコンベヤシステム１
１０を潤滑して洗浄するのに使用されるがこれらは同時でなくてもよい。
【００１１】
コンベヤシステム１１０は表面１２２および裏面１２４を含むコンベヤ・ベルト１２０と
、コンベヤ・ベルト１２０を支持するための支持構造部１１５とを有している。コンベヤ
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・ベルト１２０の表面１２２は物品、例えばボトルまたは缶５０を担持するための側部で
ある。裏面１２４はコンベヤ・ベルト１２０が（図１に示されるように）ループとして形
成されるときの内方側部であり、裏面１２４は典型的には駆動機構部（図示しない）に接
触している。コンベヤシステム、例えばコンベヤシステム１１０として形成されるコンベ
ヤシステムは周知である。
【００１２】
洗浄システム３００は水源３０２と、洗浄剤源３１０と、水と洗浄剤とが混合される混合
部材とを有している。図１においては、そのような混合部材は混合室３２０として示され
ている。水源３０２は典型的には可搬性の水源であって約４１３．６８Ｐａ（６０ｐｓｉ
）から８６１．８４Ｐａ（１２５ｐｓｉ）の圧力で毎分１８．９２立方ｄｍ（５ガロン）
から７５．７０立方ｄｍ（２０ガロン）が供給されるが、他の容積流量および他の圧力を
採用することもできる。洗浄剤源３１０はドラム、例えば２０８．１９立方ｄｍ（５５ガ
ロン）のドラムまたは大型の貯蔵タンクでありうる。洗浄剤はあらゆる液剤、混合薬か洗
浄用か消毒用か脱脂用などに使用される構成成分または類似物であってよい。低位置アラ
ーム３１６を洗浄剤源３１０内において使用して洗浄剤量が少ないことを警告することも
できる。コントローラ３０５は水源３０２および洗浄剤源３１０からそれぞれ供給して混
合室３２０まで流すための弁３０４、３１４を制御する。一旦、混合部材、例えば混合室
３２０内において水と洗浄剤とが混合されると、洗浄用混合物または洗浄用液剤がコンベ
ヤ・ベルトに供給される。図１においては、液剤が供給用パイプ３３０を通って、スプレ
ーノズル３５０（図１において仮想線により示される）として示される洗浄剤供給器に供
給される。スプレーノズル３５０は洗浄用液剤をコンベヤ・ベルト１２０の裏面１２４に
供給する。あるいは、洗浄用液剤をコンベヤ・ベルト１２０の表面１２２に供給するか、
またはコンベヤシステム１１０の他の部材、例えば支持構造部１１５に供給しても良い。
【００１３】
洗浄処理時の或る行程において、コンベヤシステム１１０のために水のみであって洗浄剤
を含まないリンス液を使用することが要求される場合がある。洗浄工程はリンス作用を含
むと考えられる。リンス作用は、液剤を形成するのに洗浄剤を添加しないということを除
けば洗浄作用と同様に行われる。しかしながら、添加剤を水源に追加してリンス用液剤を
形成する場合がある。しばしば、三つの行程、すなわち第一のリンス行程、洗浄または清
浄工程および第二のリンス行程が採用される。
【００１４】
リンス液または洗浄用液剤を供給する行程を含む洗浄工程においては、リンス用液剤また
は洗浄用液剤を作動時間ごとに所定の間隔、例えば１分から３分でコンベヤ・ベルト１２
０に供給する。リンス用液剤および／または洗浄用液剤も、コンベヤシステム１１０を使
用する本場運転の終わり、例えば仕事日または交替の終わりにおいて同時または交互に供
給することができる。コンベヤ・ベルト１２０を洗浄作用時に連続運転（すなわち動作）
させてもよく、また停止させてもよい。
【００１５】
使用後にコンベヤ・ベルト１２０をリンスまたは洗浄することが望まれる場合には、一般
にセンサは洗浄システム３００内に必要されない。洗浄作用は本番運転が完了した後に例
えば手動のスイッチによって行われる。
【００１６】
潤滑システム２００は潤滑剤源２１０と潤滑剤をコンベヤ・ベルト１２０の表面１２２に
供給するための潤滑剤供給器、例えばスプレーノズル２５０とを有している。あるいは潤
滑剤をコンベヤ・ベルト１２０の裏面１２４に供給することもできる。本発明によれば、
コンベヤ・ベルト１２０に供給される潤滑剤の量は、コンベヤ・ベルト１２０の運動とコ
ンベヤ・ベルト１２０上の物品、例えば缶５０の存在とに応じて定まる。コンベヤ・ベル
ト１２０が動作していて物品がベルト上に存在する場合には、第一の量の潤滑剤がコンベ
ヤ・ベルト１２０の表面１２２上に供給される。コンベヤ・ベルト１２０が動作していて
物品が存在しない場合には、第一の量よりも少ない量である第二の量の潤滑剤が供給され
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る。コンベヤ・ベルト１２０の運動が検出されない場合には、物品がコンベヤ・ベルト１
２０上に存在するか否かにかかわらず潤滑剤は供給されない。この一連の照会処理と結果
として生じる動作とが、潤滑剤の供給作用を決定するのに使用されるロジックからなるブ
ロック図である図３に示されている。
【００１７】
図１においてコンベヤ・ベルト１２０の裏面１２４を監視するよう位置決めされたセンサ
２２０によって、コンベヤ・ベルト１２０の運動が検出される。物品、例えば缶５０の存
在をセンサ２２５により検出する。図１はコンベヤ・ベルト１２０の両側に位置していて
支持構造部１１５に取り付けられた二つのセンサ２２５、２２５’を示している。ベルト
を監視するための一つのみのセンサ２２５と物品の存在を監視するための二つのセンサ２
２５、２２５’とが示されているが、あらゆる数のセンサを使用することができる。セン
サ２２０、２２５、２２５’は運動および／または物品の存在を検出できるセンサであり
、周知のデバイス、例えば動作検出器または振動検出器、レーザ検出器、ＩＲ検出器もし
くは他の検出器を含む。他の実施形態においては、センサをコンベヤシステムのモータに
直接的に配線するかまたは他の方法で接続しても良い。
【００１８】
センサ２２０、２２５、２２５’は内部にマイクロプロセッサ（図示しない）を含む制御
システム２０５に接続されている。センサ２２０、２２５、２２５’からの信号はマイク
ロプロセッサにより処理され、次いでマイクロプロセッサは潤滑剤を潤滑剤源２１０から
スプレーノズル２５０まで供給するのを制御する弁２０４に信号を送信する。
【００１９】
本発明の制御システム２０５において使用可能なマイクロプロセッサは、「ＰＬＣ」すな
わちプログラマブル論理制御装置として公知であるプログラム可能な汎用マイクロプロセ
ッサでありうる。「ラダーロジック（ｌａｄｄｅｒ　ｌｏｇｉｃ）」は典型的にはこのマ
イクロプロセッサをプログラミングするときに使用されるフォーマットである。マイクロ
プロセッサは制御システム２０５内に組み入れられて、設備機器、例えばモニタ、タッチ
スクリーン、キーボードまたはマウスに取り付けられ得る。次いでマイクロプロセッサも
センサおよび弁に接続される。
【００２０】
センサ２２０がベルト１２０が運動していないことを示すマイナス信号を制御システム２
０５に供給する場合には、制御システム２０５が弁２０４を閉鎖する信号を発信し、それ
により、潤滑剤がコンベヤ・ベルト１２０上に供給されないようになる。センサ２２０が
コンベヤ・ベルト１２０が運動しているプラス信号を発信すると共に、センサ２２５が物
品、例えば缶５０がコンベヤ・ベルト１２０上に存在することを示すプラス信号を発信す
る場合には、制御システム２０５は弁２０４を開放させる信号を発信し、それにより、第
一の量の潤滑剤がスプレーノズル２５０に流れてコンベヤ・ベルト１２０に供給される。
センサ２２０がコンベヤ・ベルト１２０が運動しているプラス信号を発信するがセンサ２
２５が物品がコンベヤ・ベルト１２０上に存在しないマイナス信号を発信する場合には、
制御システム２０５は弁２０４を開放させる信号を発信し、それにより、第二の量の潤滑
剤がスプレーノズル２５０に流れてコンベヤ・ベルト１２０に供給される。物品が存在し
ない場合には物品とコンベヤ・ベルトとの間に潤滑剤が必要ないので、弁２０４を通過し
てスプレーノズル２５０により供給される第二の量の潤滑剤は第一の量の潤滑剤よりも少
ない。物品が存在しない場合に要求される潤滑剤は摩擦を少なくすると共にコンベヤ・ベ
ルトの可撓性を維持するのに必要な単なる最小量である。
【００２１】
潤滑剤源２１０はあらゆるコンテナ、例えばドラム、大型貯蔵タンクであって、供給用パ
イプによって遠方位置から供給できる。弁２０４は空気圧弁（空気駆動式弁）であって、
制御システム２０５からの信号により制御される。空気注入用Ｔ字継手２１４は潤滑シス
テム２００内に含まれていて、潤滑剤がコンベヤ・ベルト１２０に供給される前に潤滑剤
と共に混合されるべき空気の流れを形成する。
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【００２２】
図２を参照すると、コンベヤシステム５００は典型的には複数の領域、一般的には少なく
とも二つの領域、しばしば二つよりも多い領域に分割される。図２は四つの領域を備えた
コンベヤシステム５００を示している。「領域」はコンベヤの場所または長さ部分であり
、各領域は典型的にはその領域自体のコンベヤ・ベルトと支持用フレームワークと、コン
ベヤトラックとコンベヤ・ベルト用の駆動機構部とを有している。しばしば領域は、領域
自体の駆動機構部を備えるかまたはこれを備えていない複数のコンベヤ・ベルトを有する
場合がある。
【００２３】
図２は四つの領域に分割されたコンベヤシステム５００を頂面からみた略図である。コン
ベヤシステム５００はコンテナ、例えば缶またはボトルが充填される充填部署５２０を含
んでいる。コンベヤ・ベルト５１０はコンテナを一つの部署、例えば充填部署５２０から
隣の部署まで移動させる。コンテナは充填部署５２０から、コンテナが封止される、すな
わちキャップが付けられる封止部署５３０までコンベヤ・ベルト５１０に沿って移動する
。コンテナは封止部署５３０から加熱部署５４０まで通過される。加熱部署５４０を通過
した後に、コンテナは、複数のコンテナが収容部署５６０に送られる準備ができるまでこ
れらコンテナが貯蔵される蓄積部５５０まで移動する。収容部署５６０においてはコンテ
ナは分配して供給するためにパッケージにされる。例えば缶がプラスチック製６パック用
リング内かまたは１２パックまたは２４パック用の厚紙製箱内においてパッケージにされ
る。
【００２４】
コンベヤシステム５００は封止部署５３０から収容部署５６０まで延びる四つの領域Ｉ、
ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶに分割される。領域Ｉは封止部署５３０から加熱部署５４０まで延び
ているが、充填部署５２０から加熱部署５４０まで延びていても良い。領域ＩＩは加熱部
署５４０から蓄積部５５０まで延びている。蓄積部５５０の物品の流れに対して下流にお
いてはコンベヤシステム５００は二つの領域、すなわち領域ＩＩＩと収容部署５６０まで
延びる領域ＩＶとに分割される。本発明によれば、各領域は潤滑作用を制御する制御シス
テムとリンス液と洗浄用液剤とを制御する制御システムとを含んでいるが、これら制御シ
ステムを一つまたは複数の追加の領域と共有してもよい。好ましい実施形態においては、
各潤滑システムのための個別の制御システムを必要とすること無しに、単一の制御システ
ムによって全ての潤滑システムを制御することができる。
【００２５】
図２はコンベヤシステム５００の長さ部分に延びる単一のコンベヤ・ベルト５１０を示す
ために略して描かれているが、実際にはコンベヤ・ベルト５１０が複数のベルトを含んで
も良い。典型的にはコンベヤシステム５００内の各屈曲部または各転向部は新規のベルト
を必要としている。例えば、コンベヤ・ベルト５１０ａは充填部署５２０から封止部署５
３０まで延びている。二つのベルト５１０ｂ、５１０ｃが封止部署５３０から加熱部署５
４０まで延びている。両方のベルト５１０ｂ、５１０ｃは領域Ｉ内に在る。領域ＩＩ内の
ベルト５１０ｄ、５１０ｅ、５１０ｆ、５１０ｇが加熱部署５４０から蓄積部５５０まで
延びている。領域ＩＩＩ内のベルト５１０ｈおよび領域ＩＶ内のベルト５１０ｉは収容部
署５６０まで延びている。各ベルト５１０ａ、５１０ｂなどはこれらベルト自体の駆動機
構部（図示しない）を有してもよく、または複数のベルトが単一の駆動機構部を共有して
もよい。
【００２６】
潤滑剤をベルト５１０ａ、５１０ｂなどに供給する全ての潤滑システムを制御するために
、マイクロプロセッサを備えた単一の制御システムを使用できる。同様に全ての洗浄シス
テムを制御するために、マイクロプロセッサを備えた単一の制御システムを使用できる。
【００２７】
添付図面、図面の説明および明細書はコンベヤシステム潤滑兼洗浄システムおよびコンベ
ヤシステム洗浄兼潤滑方法の構成要素を説明している。本発明は特許請求の範囲に記載さ
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れるが、本発明の精神と範囲とから逸脱すること無しに、種々の変更例を形成することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　コンベヤシステムを含む本発明の装置を示す斜視図である。
【図２】　複数の領域を有するコンベヤシステムの頂面からみた略図である。
【図３】　コンベヤシステムの潤滑兼清掃方法を行う本発明の装置により使用されるロジ
ックを示すブロック図である。

【図１】 【図２】



(9) JP 4913300 B2 2012.4.11

【図３】



(10) JP 4913300 B2 2012.4.11

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100081330
            弁理士　樋口　外治
(72)発明者  ベネット，スコット　ピー．
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５０８２，スティルウォーター，オーク　グレン　トレイル　２０
            ６５
(72)発明者  ゼル，ジェイムズ　エム．
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５０５７，ノースフィールド，メドー　ビュー　ドライブ　７１６

    審査官  八板　直人

(56)参考文献  特開平０３－０１８５０８（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第０４２２６３２５（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第０５４３３６７９（ＵＳ，Ａ）
              特開昭６３－１６０９１９（ＪＰ，Ａ）
              実開平０３－１０２５１３（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B65G  45/00-45/26


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

